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本ニュースレターの内容
は、一般的情報を参考
のためのみに供するも
のであり、具体的な個別
の案件に対するアドバイ
スが必要な場合は、EY
台湾にご相談ください。
本ニュースレターの内容
について、ご不明な点な
どがございましたら、い
つでもサポートをいたし
ますので、ご遠慮なくお
申し付けください。

今回の内容

台湾における税務調査と昨今の状況

► 今回お伝えしたいポイント

► 日本の税務調査の方法とは大きく異なる、台湾の税務調査の特徴

► 昨今の税務調査の状況

► 税務調査結果に不服がある場合の対応

► 台湾のBEPSの動向と今後について

► 前書き

既に台湾税務当局による税務調査を経験されたり、またその結果として課税

調整がされてしまった日系企業も少なくないと思います。

台湾においても日本と同様、税務当局による税務調査がありますが、日本に

おける税務調査とは対象、対応方法等の点で大きく異なります。

今回は、台湾における税務調査の特徴、昨今の傾向として、移転価格関連の

課税が比較的多く見受けられることから、台湾の移転価格税制の基本事項の

整理及びBEPSの動向などにつきましてもご説明致します。
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台湾における税務調査の概要

法人所得税申告の確定までの流れ

台湾において会社や支店等の事業場所を設けている場合、基本的には決算日より5ヶ月目

に法人所得税の申告を行う必要があります。課税所得が発生していれば、そのタイミングで

合わせて納税を実施しますが、最終的に税額が確定するのは、税務当局より確定通知書が

発行されたタイミングとなるため、通常は確定まで1－2年程度の時間を要します。

この間に、税務当局は申告書の内容を確認し、申告内容や事業の状況に疑問等があれば質

問状を申告者に対して送付します。会計士が税務監査を行っている場合は会計士宛に送付

されます。この質問に対する回答を踏まえて、税務当局はさらなる調査が必要か否かの判断

を行い、その結果として質問が追加され税務調査に至るか、または税額の確定がなされるこ

とになります。

税務調査の特徴

上述の通り、台湾の場合、直接税務調査官が申告者のもとに出向いて各種帳票等の実地調

査を行うのではなく、質問状に対する回答や関連資料の提出、または電話やメール等での対

応によって税務調査が進められることになります。また、税務当局の申告書の審査及び税務

調査は、原則として単年度のみを対象に実施されます。このため、一般的に台湾におけて同

一の会社が税務調査を受ける頻度は日本よりも多いと言われています。

＜台湾における税務調査の特徴＞

• 確定申告書を提出後、税務当局が審査をする期間は概ね1～2年程度。

• 審査期間中は調査官から申告書に関する質問への回答や資料提出などを要求され

る可能性があり、これが台湾の税務調査となる。

• 質問状には、損益の状況にかかる質問、税務処理の質問、帳票・証憑の提出要求、

移転価格報告書の提出など、各社ごとの状況に応じて多岐にわたる。

• 審査期間が終了すると確定通知書が発行される。

• 対象年度は、原則として単年度である。

• 会計士による税務監査を受けている場合、担当会計士が税務当局との窓口となる。

• 通常、調査官からの要求は電話または書面で行われ、実際に調査担当官が会社を訪

問して直接調査を行うことは稀。

申告通りの確定

課税調整され確定

• 通常1－2年程度
• 質問状の発行（補足説明要求）
• 場合によって、質問の継続

←いわゆる税務調査へ発展

税務当局による確認

税務申告

＜申告から確定までの流れ＞
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昨今の税務調査の状況

税務調査の状況

台湾における税務調査は、実地調査を実施する日本などに比べると比較的頻度が高いと言

え、最終的に追加課税されるケースも少なくありません。追加課税の事由は、費用計上額の

否認、収益認識金額の調整、各認識時点の調整など多岐に渡りますが、近年課税事由とし

て目立つのは移転価格に関する事項です。移転価格とは、グローバル企業が海外の関連会

社と商品やサービスを取引する際の価格を言い、このような取引を通じて所得を海外に移転

することを防止するために、台湾においても移転価格税制が存在します。税務当局はこのよ

うな所得の国外への流出行為を防ぎ、所得配分が適正に行われるようにするため、関連企

業との取引に係る価格が「独立企業間価格」で行われたものかどうかの確認をします。台湾

税務当局による移転価格に関する税務調査は、特に特別調査（「專案審查」）と呼ばれます。

移転価格にかかる税務調査にあたって

台湾の税制上、関連者との取引が一定金額を超える場合等、当該関連者との取引金額を法

人所得税の税務申告書内に記載することが義務付けられています。税務当局は、申告書の

審査にあたり、当該注記事項を確認した上で、独立企業間価格にて取引が実施されている

かを審査するため、申告者へ移転価格報告書の提出を求めることがあります。なお、関連者

取引を実施する企業は、一定金額を超える関連者取引を行っている場合は移転価格報告書

を、また、それ以外の場合もこれに準じる書類(代替文書等)を準備することが義務付けられ

ています。

税務申告書

関連者取引
の明細

A XXXX
B XXXX
C XXXX

申告者の事業の状況等を踏まえて、
移転価格報告書や価格の妥当性に

かかる資料の要求

特別調査の実施

親会社 子会社

＜日本＞ ＜台湾＞

関係会社間の取引価格を調整する等
によって、利益ないし税額を少なくする

移転価格課税リスク
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税務調査結果に不服がある場合の対応

税務調査結果に不服がある場合の対応

税務調査の結果、確定通知書の税額や処分内容に不服がある場合、所定の様式に従って

再調査の申請を行うことができます。但し、必ずしも確定結果は覆るものではないことや、そ

れぞれ期限があるため注意が必要です。

税務調査の訴求可能期間と対象

法人所得税の場合、前述の通り、通常、確定申告をした当該単年度に対して調査が実施さ

れますが、過年度の申告内容に対する疑義、または他の税目について疑義が生じた場合等、

税務当局は、各租税内容や状況に応じて、以下の期間であれば税務調査を要求することが

できるとされています。

行政訴訟
一審

再審査
(「復査」)

不服申立
(「訴願」)

行政訴訟
二審

• 税務調査担当当局による審理

• 確定通知書受領後、納税期間満了翌日から30日以内に提出。

• 審理期間は約2ヶ月。必要に応じて１回延長を行うことができるが、
延長期間は2ヶ月を限度とする。

• 財政部訴願審議委員会による審理

• 再審査決定書を受取った翌日から30日以内に提出

• 審理期間は約3か月。必要に応じて1回延長を行うことができる
が、延長期間は2ヶ月を限度とする。

• 高等行政裁判所による審理

• 不服申立決定書を受取った翌日から2か月以内に提出

• 審理期間は約半年から1年間(法律上、関連する期間は規定され
ていない)

• 最高行政裁判所による審理

• 一審判決を受取った後20日以内に提出

• 審理期間は約半年から1年間(法律上、関連する期間は規定され
ていない)

状況 訴求可能な調査期間

納税義務者が申告すべき税金について、規定の期間内に申告
納税され、かつ、意図的に脱税をしていないもの

申告日より起算して5年

印紙税 収入印紙を貼付すべき日より
起算して5年

税務当局が税籍台帳や税務調査において入手した資料によっ
て確定した課税額

納付期日の翌日より起算して
5年

納税義務者が申告すべき税金について、規定の期間内に申告
納税されておらず、または、意図的に脱税されたもの

申告期日の翌日より起算して
7年
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台湾のBEPSの動向と今後について

BEPSとは

BEPSとは、Base Erosion and Profit Shifting( 「税源浸食と利益移転」)の略称であり、「国

際的な二重課税の廃止」と「国際的脱税の防止」のため、経済協力開発機構(OECD)が主導

し、加盟国などによる協調と提携に基づく統一的な国際課税ルールです。全部で15の行動

計画からなり随時発効されています。

台湾は、OECDには加盟していないものの、このBEPSの導入に合わせて税制を改正し対応

を図っています。BEPSのうち、特に移転価格に関連するものは行動計画13の移転価格にか

かる文書化の要求となります。具体的には、これまでの移転価格報告書（ローカルファイル）

のみならず、一定要件を充たすグローバル企業の親会社は、加えてマスターファイル、及び

国別報告書(CbCR = Country by Country Reporting)を作成する必要があり、これを台湾

当局にも提出することになります。

マスターファイル及び国別報告書の概要、及び提出基準及び方法等は以下の通りです。

マスターファイル 国別報告書(CbCR)

主な
内容

組織構成、運営状況、資金融資、無形資産、

財務と税務の情報 等

1.各国または地域での収入、税引前損益、納付

済法人税、登記資本金、利益剰余金、従業員

数、及び有形資産

2.多国籍企業グループの居住地または設立国

(又は地区)及びその主要活動状況 等

提出
義務者 多国籍企業グループの構成会社であるもの

多国籍企業グループの最終親会社が居住地国

に国別報告書を提出していて、当該国または地

域は中華民国との間に国別報告書の情報交換

協定を締結しているが、税務当局が関連の協定

に基づいて国別報告書を取得できない場合の

当該グループ会社 等

セーフ
ハーバー

多国籍企業グループの会社単体にて、年間に

おける営業収益純額及び非営業収益が合計

新台幣30億元未満、または全年度における

クロスボーダー関連者取引総額が新台幣15
億元未満の場合

1.多国籍企業グループの前一年度の連結収益

総額が新台幣270億元未満の場合

2.多国籍企業グループの会社単体にて、年間

における営業収益純額及び非営業収益が合

計新台幣30億元未満、または全年度におけ

るクロスボーダー関連者取引総額が新台幣
15億元未満の場合※

提出
期限

確定申告時までに準備し、決算期終了後一年

以内に提出する

決算期終了後一年以内に提出する。

但し、日台間では情報交換規定が有効化され
ているため、直接台湾当局への提出は不要。

報告
言語

中文が原則。英文で作成した場合も徴税機関

より中文による提出の通知書が届くことがある。
中文英文併記

今後の税務調査に与える影響

一定要件を充たすグローバル企業については、上記書類によって、台湾税務当局がグルー

プ各国の利益状況、課税状況を把握することが可能となりました。このため、今後は、ますま

す移転価格にかかる税務調査が強化されることが見込まれます。このことからも、移転価格

にかかる対策を早めに実施することが望まれます。
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